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狂犬病予防法施行令の一部を改正する政令の公布について（公布通知） 

 

本日、狂犬病予防法施行令の一部を改正する政令（令和３年政令第 338号）が公布された

ところ、改正の概要等は下記のとおりですので、御了知の上、関係機関等（都道府県にあっ

ては管内の市町村を含む。）へ周知いただくとともに、その適切な運用に御配慮願います。 

 

記 

 

 

１ 改正の趣旨 

○ 狂犬病予防法（昭和 25年法律第 247号。以下「法」という。）第４条第１項において

犬の所有者は、犬を取得した場合、その犬の所在地の市町村長に登録の申請を行うこと

とされている。 

○ また、法第４条第４項の規定により当該登録情報に変更が生じた場合や犬が死亡した

場合、犬の所有者は所在地の市町村長に届け出ることとなっており、原簿の登録情報を

適正に管理することとしている。 

○ 他方で、令和元年地方分権改革に関する地方からの提案では原簿の登録内容と実情に

乖離があり、法第４条第１項及び第２項の規定により登録を受けた犬について、その犬

の所在が不明である場合等に市町村長が職権により犬の登録を消除できる必要性があ

るとされたため、犬の登録原簿の内容をより適正なものとすることができるようにする

ために改正を行う。 



○ なお、原簿の登録内容の管理については、法第４条第４項の規定による犬の所有者の

届出により行われるべきものであるため、各地方自治体におかれては、犬の所有者に対

して原簿の登録内容に変更等があった場合には適時適切に届け出るよう獣医師会等の

関係機関とも連携して、引き続き、周知に努められたい。 

 

２ 改正の内容 

市町村長は、法第４条第１項及び第２項の規定により登録を受けた犬について、以下のい

ずれかに該当する場合には、その犬の登録を消除することができることとする。  

① その犬又はその犬の所有者の所在が判明しない場合 

② その犬が本邦以外の地域に所在することが明らかな場合 

③ その他、特別の事情があるため、その犬の登録を消除することが適当であると認める

場合 

 

３ 施行期日 

令和４年４月１日から施行する。 

 


